
長崎大学経済学研究科（MBAコース） 
に入学希望の社会人に朗報です！ 

長崎大学経済学研究科経営学修士（MBA）コースは 
「一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」 

に指定されました。 

社会人院生（令和4年度以降入学）は 
授業料・入学金の２０％ 

もしくは 
１０万円（上限） 

が政府から支給されます。 

長崎大学大学院経済学研究科 

講義などに時間を取られて収入が減るのでは？ 
研究活動に費用がかかるのでは？ 

 

修士号取得後にハローワークに申請すれば支
給が受けられるので修学に伴う経済的負担を
軽減できます 

事前
相談 

入学 研究 修了 申請 受給 

⇒詳しくは次の頁 

※大学院に関する質問・ 
相談を受けつけます。 

http://www.econ.nagasaki-u.ac.jp/g_school/ 



教育訓練給付制度とは 
長崎大学経済学研究科 博士前期課程 経済経営政策
専攻 経営学修士（MBA）コースは，厚生労働省「一般
教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」です。 

教育訓練給付制度とは？ 

受講費用の20％で，上限10万円です。 
   

教育訓練給付を受けるには，雇用保険の加入期間などの
条件がありますので，申請に当たっては，ハローワークに
問い合わせてください。 

給付される金額は？ 

労働者の主体的なスキルアップを支援するため，厚生労
働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対
し，その費用の一部が受講修了後にハローワークから支
給される制度です。 

長崎大学大学院経済学研究科 

給付手続きは？ 

経営学修士（MBA）コースの履修 

コースの修了（学位取得） 

修了日の翌日から１か月以内に，お住まいを管
轄するハローワークに申請を行ってください。 

🔎🔎 詳細は，長崎大学大学院経済学研究科にお問い合わせいただくか、厚生労働省ホーム

ページ（教育訓練給付制度について）を確認ください。 
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